
重量物・長大物輸送の関係法令と一般的制限値

◇国土交通省関東地方整備局「特殊車両通行ハンドブック」を参考に作成

車両制限令【道路】 道路交通法【警察】 道路運送車両の保安基準【車両】
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規定なし

自動車検査証の重量の制限を
超える積載は過積載となる。

制限値を超える場合

特殊車両通行許可または特殊車両通行確認

制限値を超える場合

制限外積載許可、制限外けん引許可

制限値を超える場合

基準緩和自動車認定

◆連結車の「長さ」の特例◆
高速自動車国道を通行＋貨物の前後はみ出しが無い場合
→ｾﾐﾄﾚｰﾗ連結車 16.5m、ﾌﾙﾄﾚｰﾗ連結車 18.0m

※高さ指定
道路は4.1m

◆連結車の「長さ」の特例◆
・セミトレーラ連結車：連結装置中心から車両後端まで
の距離が12m ※特例８車種は13m

・トラクタ：車長12m

○高速自動車国道
および重さ指定道路
⇒車長及び軸距に応じて

20～25ｔ
○その他の道路
⇒一律20ｔ

◆連結車の特例◆
最遠軸距に応じて
・高速自動車国道25～36ｔ
・重さ指定道路 25～27ｔ
・その他の道路 24～27ｔ

車長および軸距に応じて
20～25ｔ

◆連結車の特例◆
セミトレーラは、
連結中心から最後軸中心
までの距離に応じ20～28ｔ
※特例８車種は36t
（最遠軸距は関係なし）

「けん引する自動車の前端」から
「けん引される自動車の後端」までの長さは25ｍまで

積載物

積載物の幅≦Ｗ’×1.2

左右の貨物のはみ出し≦Ｗ’×0.1
（自動車の幅）

Ｗ’

≦Ｗ’×0.1≦Ｗ’×0.1

積載物

2.5m
（積載状態の幅）

荷物の状況
は問わない

2.5m

軸重10ｔ

総重量(最大25ｔ)

軸重10ｔ

総重量

（自動車の幅）

積載状態での
制限値

長さ12ｍ

高さ
3.8m※

積載物の状況
は問わない

高さ
3.8m

長さ12ｍ

※高さ指定
道路は4.1m

高さ
3.8m※

積載物の長さ≦L’×1.2

Ｌ’（自動車の長さ）

≦Ｌ’×0.1

≦Ｌ’×0.1
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